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「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」改正案の新旧対照表（改正部分赤字） 

 

序章 はじめに 

改正案 現行 

１ 本ガイドラインの目的 

  （略） 

１ 本ガイドラインの目的 

  （略） 

２ 関係法令 

電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号） 

第十八条 （略） 

第二十六条・第二十七条 （略） 

第二十九条 （略） 

第百八十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処す

る。 

 一・二 （略） 

 三 第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条第一項

若しくは第二項、第三十条第四項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若

しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三

十八条第一項（第三十九条において準用する場合を含む。）、第四十三条第一

項（同条第二項において準用する場合を含む。）、第五十一条又は第百二十一

条第二項の規定による命令又は処分に違反した者 

 四・五 (略) 

 

電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号） 

２ 関係法令 

電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号） 

第十八条 （略） 

第二十六条・第二十七条 （略） 

第二十九条 （略） 

第百八十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処す

る。 

 一・二 （略） 

 三 第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条第一項

若しくは第二項、第三十条第四項、第三十一条第三項、第三十三条第六項若

しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三

十八条第一項（第三十九条において準用する場合を含む。）、第四十三条第一

項（同条第二項において準用する場合を含む。）、第五十一条又は第百二十一

条第二項の規定による命令又は処分に違反した者 

 四・五 (略) 

 

電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号） 

別紙２ 
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第十三条 （略） 

（提供条件の説明） 

第二十二条の二の二 法第二十六条の総務省令で定める電気通信役務は、次の各

号に掲げるもの（付加的な機能の提供に係る役務（一般消費者の利益に及ぼす

影響が大きいものを除く。）、主として法人その他の団体が利用者となることが

見込まれる役務その他一般消費者の利益に及ぼす影響が特に少ない役務を除

く。）とする。 

 一～六 （略） 

 七 有線テレビジョン放送施設（放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第

二条第三号に規定する一般放送のうち、同条第十八号に規定するテレビジョ

ン放送を行うための有線電気通信設備（再放送を行うための受信空中線その

他放送の受信に必要な設備を含む。）及びこれに接続される受信設備をいう。

以下同じ。）の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインター

ネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務（前号に掲げる役務である

ものを除く。） 

 八～十一 （略） 

２～６ （略） 

第十三条 （略） 

（提供条件の説明） 

第二十二条の二の二 法第二十六条の総務省令で定める電気通信役務は、次の各

号に掲げるもの（付加的な機能の提供に係る役務（一般消費者の利益に及ぼす

影響が大きいものを除く。）、主として法人その他の団体が利用者となることが

見込まれる役務その他一般消費者の利益に及ぼす影響が特に少ない役務を除

く。）とする。 

 一～六 （略） 

 七 有線テレビジョン放送施設（有線テレビジョン放送法（昭和四十七年法律

第百十四号）第二条第二項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに

接続される受信設備をいう。以下同じ。）の線路と同一の線路を使用する電

気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する

役務（前号に掲げる役務であるものを除く。） 

 

 

八～十一 （略） 

２～６ （略） 

 

第１章 事業の休廃止に係る周知（法第１８条第３項）関係 

改正案 現行 

１ 本規定を設けることとした趣旨 

  （略） 

１ 本規定を設けることとした趣旨 

  （略） 

２ 法第１８条第３項の規定の概要及び説明 ２ 法第１８条第３項の規定の概要及び説明 
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(1) 「電気通信事業の一部」の休止又は廃止 

法第１８条でいう「電気通信事業の一部」とは、電気通信事業の部分（全部にま

で達しない範囲）であって社会経済的に１つの単位となり得るものをいい、利用

者から見て独立した電気通信サービスと認知されると考えられるものを提供す

る事業の部分がこれに該当する。 

 何が「電気通信事業の一部」に該当するかについては個別具体的なケースごと

に判断する必要があるが、例えば、Ｐ１７～１８の各項目に掲げるサービスを提

供しなくなることとなる場合には、少なくとも「電気通信事業の一部」を休廃止

するものとして、利用者に対して周知させることが必要である。また、サービス

自体は継続する場合であっても、一部の地域でサービスの提供をやめる場合であ

って提供区域（都道府県単位で記載）の減少を伴う場合には、電気通信事業の一

部を休廃止するものとして、利用者に周知させることが必要となる。 

 他方、上述の各項目に掲げるサービスに付随して提供される付加機能サービス

や一部の速度別メニューの休廃止については、これらサービスやメニューが一般

的には「電気通信事業の一部」に該当するとは言えないため、法第１８条第３項

に基づき利用者に周知させる義務の対象にはならない（※）。また、提供区域の

減少を伴わず、同一の都道府県内において、市町村単位でサービスエリアを縮小

する場合も、同様である。 

 しかしながら、こうした場合であっても、例えば、利用者に対して事前に周知

させることなく、ある日突然、付加機能サービス等の提供が受けられなくなり、

結果として利用者の利益を阻害しているときは、法第２９条第１項第１２号に基

づき、業務改善命令が発せられることとなる。 

 したがって、これら「電気通信事業の一部の休廃止」には該当しないような付

(1) 「電気通信事業の一部」の休止又は廃止 

法第１８条でいう「電気通信事業の一部」とは、電気通信事業の部分（全部にま

で達しない範囲）であって社会経済的に１つの単位となり得るものをいい、利用

者から見て独立した電気通信サービスと認知されると考えられるものを提供す

る事業の部分がこれに該当する。 

 何が「電気通信事業の一部」に該当するかについては個別具体的なケースごと

に判断する必要があるが、例えば、P１６～１７の各項目に掲げるサービスを提

供しなくなることとなる場合には、少なくとも「電気通信事業の一部」を休廃止

するものとして、利用者に対して周知させることが必要である。また、サービス

自体は継続する場合であっても、一部の地域でサービスの提供をやめる場合であ

って提供区域（都道府県単位で記載）の減少を伴う場合には、電気通信事業の一

部を休廃止するものとして、利用者に周知させることが必要となる。 

 他方、（別紙）の各項目に掲げるサービスに付随して提供される付加機能サー

ビスや一部の速度別メニューの休廃止については、これらサービスやメニューが

一般的には「電気通信事業の一部」に該当するとは言えないため、法第１８条第

３項に基づき利用者に周知させる義務の対象にはならない（※）。また、提供区

域の減少を伴わず、同一の都道府県内において、市町村単位でサービスエリアを

縮小する場合も、同様である。 

 しかしながら、こうした場合であっても、例えば、利用者に対して事前に周知

させることなく、ある日突然、付加機能サービス等の提供が受けられなくなり、

結果として利用者の利益を阻害しているときは、法第２９条第１項第９号に基づ

き、業務改善命令が発せられることとなる。 

 したがって、これら「電気通信事業の一部の休廃止」には該当しないような付
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加機能サービス等の廃止やサービスエリアの縮小等を行う場合についても、その

旨を周知させないことにより利用者の利益を阻害すると考えられるような場合

には、法第１８条第３項の場合に準じて、利用者に周知させるための措置をとる

ことが求められる。 

※ 料金プラン・割引メニュー等をやめるケースは、当該プラン・メニュー等が

適用されていたサービスが引き続き新たな契約条件により利用者に提供されて

いれば、「休廃止」には該当しないが、契約条件の変更（新たな契約の締結）に

該当するので、別途、第 26 条（提供条件の説明）の規定に基づく対応が必要と

なり得る。 

 

(2)・(3) （略） 

加機能サービス等の廃止やサービスエリアの縮小等を行う場合についても、その

旨を周知させないことにより利用者の利益を阻害すると考えられるような場合

には、法第１８条第３項の場合に準じて、利用者に周知させるための措置をとる

ことが求められる。 

※ 料金プラン・割引メニュー等をやめるケースは、当該プラン・メニュー等が

適用されていたサービスが引き続き新たな契約条件により利用者に提供されて

いれば、「休廃止」には該当しないが、契約条件の変更（新たな契約の締結）に

該当するので、別途、第 26 条（提供条件の説明）の規定に基づく対応が必要と

なり得る。 

 

(2)・(3) （略） 

３ 施行規則第１３条の規定の概要及び説明 

   （略） 

３ 施行規則第１３条の規定の概要及び説明 

   （略） 

４ 事業の休廃止の望ましい在り方について 

（略） 

４ 事業の休廃止の望ましい在り方について 

（略） 

５ 具体的な事業者の対応の例示 

（略） 

５ 具体的な事業者の対応の例示 

（略） 

 

（「電気通信事業の一部」に該当するサービス例） 

（固定電話系サービス） 

（略） 

（移動系サービス） 

・W-CDMA方式携帯電話サービス 

 

（「電気通信事業の一部」に該当するサービス例） 

（固定電話系サービス） 

（略） 

（移動系サービス） 

・PDC（800MHz、1.5GHz）方式携帯電話サービス 
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・CDMA2000方式携帯電話サービス 

・携帯電話端末によるインターネット接続サービス 

・携帯電話パケット通信アクセスサービス 

・PHSサービス 

・PHS端末によるインターネット接続サービス 

・PHSパケット通信アクセスサービス 

・BWAサービス 

・公衆無線 LANサービス 

・衛星携帯電話サービス 

・無線呼出しサービス 等 

 

 

（データ・専用サービス） 

（略） 

（インターネット接続サービス） 

（略） 

（固定系インターネットアクセス回線サービス） 

（略） 

（その他） 

（略） 

注（略） 

・cdmaOne方式携帯電話サービス 

・W-CDMA方式携帯電話サービス 

・CDMA2000（1x、1x EV-DO）方式携帯電話サービス 

・携帯電話端末によるインターネット接続サービス 

・携帯電話パケット通信アクセスサービス 

・PHSサービス 

・PHS端末によるインターネット接続サービス 

・PHSパケット通信アクセスサービス 

・BWAサービス 

・公衆無線 LANサービス 

・衛星携帯電話サービス 

・無線呼出しサービス 等 

（データ・専用サービス） 

（略） 

（インターネット接続サービス） 

（略） 

（固定系インターネットアクセス回線サービス） 

（略） 

（その他） 

（略） 

注（略） 
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第２章 提供条件の説明（法第２６条）関係 

改正案 現行 

１ 本規定を設けることとした趣旨 

（略） 

１ 本規定を設けることとした趣旨 

（略） 

２ 法第２６条の規定の概要及び説明 

  （略） 

２ 法第２６条の規定の概要及び説明 

  （略） 

３ 施行規則第２２条の２の２第１項の規定の概要及び用語の説明 

（提供条件の説明） 

第二十二条の二の二 法第二十六条の総務省令で定める電気通信役務

は、次の各号に掲げるもの（付加的な機能の提供に係る役務（一般消

費者の利益に及ぼす影響が大きいものを除く。）、主として法人その他

の団体が利用者となることが見込まれる役務その他一般消費者の利益

に及ぼす影響が特に少ない役務①を除く。）とする。 

 ＜規定の概要＞ 

 （略） 

 

① 付加的な機能の提供に係る役務（一般消費者の利益に及ぼす影響が大きい

ものを除く。）、主として法人その他の団体が利用者となることが見込まれ

る役務その他一般消費者の利益に及ぼす影響が特に少ない役務 

  法第２６条の対象となる電気通信サービスは、主に消費者を対象としたも

のであり、かつ、日常生活で多用されるものである。すなわち、基本的な

電気通信サービスが対象となる。したがって、各号で規定するもののうち、

いわゆる付加サービスや法人向けサービス等は対象から除外する。ただし、

３ 施行規則第２２条の２の２第１項の規定の概要及び用語の説明 

（提供条件の説明） 

第二十二条の二の二 法第二十六条の総務省令で定める電気通信役務

は、次の各号に掲げるもの（付加的な機能の提供に係る役務（一般消

費者の利益に及ぼす影響が大きいものを除く。）、主として法人その他

の団体が利用者となることが見込まれる役務その他一般消費者の利益

に及ぼす影響が特に少ない役務①を除く。）とする。 

 ＜規定の概要＞ 

 （略） 

 

① 付加的な機能の提供に係る役務（一般消費者の利益に及ぼす影響が大きい

ものを除く。）、主として法人その他の団体が利用者となることが見込まれ

る役務その他一般消費者の利益に及ぼす影響が特に少ない役務 

   法第２６条の対象となる電気通信サービスは、主に消費者を対象としたも

のであり、かつ、日常生活で多用されるものである。すなわち、基本的な

電気通信サービスが対象となる。したがって、各号で規定するもののうち、

いわゆる付加サービスや法人向けサービス等は対象から除外する。ただし、
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付加サービスのうちでも「一般消費者の利益に及ぼす影響が大きいもの」、

具体的には加入電話のプッシュ回線については対象となる。 

  一方、除外される役務としては、具体的には、電話サービス等における

転送サービス、発信電話番号通知サービス、迷惑電話防止サービス、キャ

ッチホンサービス、三者間電話サービス、ダイヤルイン、着信課金電話サ

ービス、テレメタリング、緊急通報契約、グループ内通話サービス、クレ

ジットカード通話等、法人向けＦＴＴＨサービスやＤＳＬサービス等がこ

れに該当する。 

 

（１） （略） 

 

（２）第２号 

二 携帯電話及び携帯電話端末からのインターネット接続サービス（利

用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末

系伝送路設備（その一端がブラウザを搭載した携帯電話端末と接続さ

れるものに限る。）及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接

続を可能とする電気通信役務をいう。）の役務 

 ＜規定の概要＞ 

携帯電話及び携帯電話端末（スマートフォンを含む。以下同じ。）による

インターネット接続サービスを規定したもの。いわゆるプリペイド式携帯電

話も含むものであり、電気通信事業者等は、プリペイド式携帯電話端末を購

入しようとする者に対しても、法令に従い説明を行う必要がある。 

 

付加サービスのうちでも「一般消費者の利益に及ぼす影響が大きいもの」、

具体的には加入電話のプッシュ回線については対象となる。 

  一方、除外される役務としては、具体的には、電話サービス等における

転送サービス、発信電話番号通知サービス、迷惑電話防止サービス、キャ

ッチホンサービス、三者間電話サービス、ダイヤルイン、着信課金電話サ

ービス、テレメタリング、緊急通報契約、グループ内通話サービス、クレ

ジットカード通話等、法人向けＤＳＬサービスやＦＴＴＨサービス等がこ

れに該当する。 

 

（１） （略） 

 

（２）第２号 

二 携帯電話及び携帯電話端末からのインターネット接続サービス（利

用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末

系伝送路設備（その一端がブラウザを搭載した携帯電話端末と接続さ

れるものに限る。）及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接

続を可能とする電気通信役務をいう。）の役務 

 ＜規定の概要＞ 

携帯電話及び携帯電話端末によるインターネット接続サービスを規定し

たもの。いわゆるプリペイド式携帯電話も含むものであり、電気通信事業者

等は、プリペイド式携帯電話端末を購入しようとする者に対して、法令に従

い説明を行う必要がある。 

 



8 

 

（３）第３号 

三 ＰＨＳ及びＰＨＳ端末からのインターネット接続サービス（利用者

の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝

送路設備（その一端がブラウザを搭載したＰＨＳ端末と接続されるも

のに限る。）及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可

能とする電気通信役務をいう。）の役務 

＜規定の概要＞ 

   ＰＨＳ及びＰＨＳ端末（スマートフォンを含む。以下同じ。）によるイン

ターネット接続サービスを規定したもの。 

 

（４）第４号 

四 インターネットへの接続を可能とする役務①（前二号に掲げるもの

を除く。） 

＜規定の概要＞ 

（略） 

 ① インターネットへの接続を可能とする役務 

   いわゆるインターネット接続サービスである。本サービスを提供する電気

通信事業者の設置する電気通信設備（アクセス・サーバやルータなど）まで

のアクセスは、いわゆるダイヤルアップ（従量制プラン、定額制プランを問

わない。）、ＤＳＬ（デジタル加入者回線）、ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶインターネ

ット、ＢＷＡ、公衆無線ＬＡＮ、ＦＷＡ等があるが、アクセス回線の別や端

末の別を問わず、インターネット接続サービスについては説明義務の対象と

なる。 

（３）第３号 

三 ＰＨＳ及びＰＨＳ端末からのインターネット接続サービス（利用者

の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝

送路設備（その一端がブラウザを搭載したＰＨＳ端末と接続されるも

のに限る。）及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可

能とする電気通信役務をいう。）の役務 

＜規定の概要＞ 

   ＰＨＳ及びＰＨＳ端末によるインターネット接続サービスを規定したも

の。 

 

（４）第４号 

四 インターネットへの接続を可能とする役務①（前二号に掲げるもの

を除く。） 

＜規定の概要＞ 

（略） 

 ① インターネットへの接続を可能とする役務 

   いわゆるインターネット接続サービスである。本サービスを提供する電気

通信事業者の設置する電気通信設備（アクセス・サーバやルータなど）まで

のアクセスは、いわゆるダイヤルアップ（従量制プラン、定額制プランを問

わない。）、ＤＳＬ（デジタル加入者回線）、ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶインターネ

ット、ＢＷＡ、公衆無線ＬＡＮ、ＦＷＡ等があるが、アクセス回線の別を問

わず、インターネット接続サービスについては説明義務の対象となる。 

   なお、大企業向けの専用回線を介したインターネット接続は本号の対象か
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   なお、大企業向けの専用回線を介したインターネット接続は本号の対象か

ら除外されるほか、ウェブホスティングサービスなどのアプリケーションレ

ベルのサービスは対象に含まれない。 

（５）・（６） （略） 

（７）第７号 

七 有線テレビジョン放送施設（放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）

第二条第三号に規定する一般放送のうち、同条第十八号に規定するテレ

ビジョン放送を行うための有線電気通信設備（再放送を行うための受信

空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。）及びこれに接続される

受信設備をいう。以下同じ。）の線路と同一の線路を使用する電気通信

設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役

務（前号に掲げる役務であるものを除く。） 

＜規定の概要＞ 

  （略） 

（８）～（１１） （略） 

ら除外されるほか、ウェブホスティングサービスなどのアプリケーションレ

ベルのサービスは対象に含まれない。 

 

（５）・（６） （略） 

（７）第７号 

七 有線テレビジョン放送施設（有線テレビジョン放送法（昭和四十七年

法律第百十四号）第二条第二項に規定する有線テレビジョン放送施設及

びこれに接続される受信設備をいう。以下同じ。）の線路と同一の線路

を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間

の通信を媒介する役務（前号に掲げる役務であるものを除く。） 

 

 

＜規定の概要＞ 

  （略） 

（８）～（１１） （略） 

４ 施行規則第２２条の２の２第２項の規定の概要及び用語の説明 

（略） 

４ 施行規則第２２条の２の２第２項の規定の概要及び用語の説明 

（略） 

５ 施行規則第２２条の２の２第３項の規定の概要及び用語の説明 

電気通信事業法施行規則第２２条の２の２第３項は、法第２６条の規定によ

る具体的な説明事項を規定するものである。具体的な説明事項を規定するに際

しては、契約の締結等の前に適切に説明をしないことによって、後にトラブル

になりやすい事項、かつ、説明事項が多すぎて、かえって理解しづらくなるこ

とのないよう重要な事項に絞ること、という２つの観点で規定している。 

５ 施行規則第２２条の２の２第３項の規定の概要及び用語の説明 

電気通信事業法施行規則第２２条の２の２第３項は、法第２６条の規定によ

る具体的な説明事項を規定するものである。具体的な説明事項を規定するに際

しては、契約の締結等の前に適切に説明をしないことによって、後にトラブル

になりやすい事項、かつ、説明事項が多すぎて、かえって理解しづらくなるこ

とのないよう重要な事項に絞ること、という２つの観点で規定している。 
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３ 法第二十六条に規定する電気通信役務に関する料金その他の提供条

件の概要の説明は、電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒

介、取次ぎ若しくは代理が行われるまでの間に①、少なくとも②次に掲げ

る事項について行わなければならない。 

 ＜規定の概要＞ 

  （略） 

 ①・② （略） 

 

（１）第１号 

一 電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称（電気通信

事業者が、他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関す

る協定を締結して電気通信役務を提供する場合であつて、法第二十七

条に定める苦情及び問合せの処理並びに電気通信役務の提供に関す

る料金の回収等を当該他の電気通信事業者に委託することとしてい

る場合を除く①。第三号において同じ。） 

 ＜規定の概要＞ 

  （略） 

 

① 電気通信事業者が（中略）他の電気通信事業者に委託することとしている場

合を除く 

電気通信事業者が、他の電気通信事業者と接続又は共用協定を締結して電

気通信サービスを提供する場合であって、苦情等の処理や料金回収等の業務

 

３ 法第二十六条に規定する電気通信役務に関する料金その他の提供条

件の概要の説明は、電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒

介、取次ぎ若しくは代理が行われるまでの間に①、少なくとも②次に掲げ

る事項について行わなければならない。 

 ＜規定の概要＞ 

  （略） 

①・② （略） 

 

（１）第１号 

一 電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称（電気通信

事業者が、他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関す

る協定を締結して電気通信役務を提供する場合であつて、法第二十七

条に定める苦情及び問合せの処理並びに電気通信役務の提供に関す

る料金の回収等を当該他の電気通信事業者に委託することとしてい

る場合を除く①。第三号において同じ。） 

 ＜規定の概要＞ 

  （略） 

 

① 電気通信事業者が（中略）他の電気通信事業者に委託することとしている場

合を除く 

電気通信事業者が、他の電気通信事業者と接続又は共用協定を締結して電

気通信サービスを提供する場合であって、苦情等の処理や料金回収等の業務
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を当該他の電気通信事業者に委託することとしている場合には、消費者と直

接相対することとなる当該他の電気通信事業者の名称等のみを説明すれば

よいこととするものである。具体的には、例えば、インターネット接続サー

ビスを提供する電気通信事業者（プロバイダ）がＦＴＴＨサービスやＤＳＬ

サービスを提供する電気通信事業者（アクセス回線事業者）との間に接続協

定を締結して消費者に一体的にサービス提供をする場合（いわゆるホールセ

ール型等）や、ＭＮＯ（※１）と接続してＭＶＮＯ（※２）が移動通信事業

の苦情等の処理や料金回収等の業務も含め電気通信役務としての移動通信

サービス（以下単に「移動通信サービス」という。）を提供する場合が該当

する。この場合、当該プロバイダ及びＭＶＮＯは消費者に回線の提供元であ

る事業者の名称を説明することが、かえって消費者に混乱を与えることとな

る場合もあり、また、苦情等の処理や料金回収等の業務をプロバイダやＭＶ

ＮＯが責任を持って一元的に行うこととしている場合には、回線の提供元で

ある事業者の名称等を消費者が必ずしも知っておく必要がないと考えられ

るためである。 

   なお、「除く」の趣旨は、当該電気通信事業者の名称等を説明する義務が

ないということであり、その名称等を説明しても差し支えはない。 

 

※１ ＭＮＯとは、移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者で

あって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設（開設された

無線局に係る免許人等の地位の承継も含む。以下同じ。）又は運用して

いる者をいう。 

※２ ＭＶＮＯとは、ＭＮＯの提供する移動通信サービスを利用して、又

を当該他の電気通信事業者に委託することとしている場合には、消費者と直

接相対することとなる当該他の電気通信事業者の名称等のみを説明すれば

よいこととするものである。具体的には、例えば、いわゆるインターネット

接続サービスを提供する電気通信事業者（プロバイダ）とＡＤＳＬサービス

を提供する電気通信事業者（ＤＳＬ事業者）の間に接続協定を締結して、消

費者に一体的にサービス提供をする場合（いわゆるホールセール型等）や、

ＡＤＳＬサービスの苦情対応や料金回収をプロバイダが一元化して行うと

きは、当該プロバイダは消費者にＤＳＬ事業者名を説明する必要はないこと

となる。このような場合、ＤＳＬ事業者名を説明することが、かえって消費

者に混乱を与えることとなる場合もあり、また、苦情等の処理や料金回収等

の業務をプロバイダが責任を持って一元的に行うこととしている場合には、

ＤＳＬ事業者の名称等を消費者が必ずしも知っておく必要がないと考えら

れるためである。 

   なお、「除く」の趣旨は、当該電気通信事業者の名称等を説明する義務が

ないということであり、その名称等を説明しても差し支えはない。 
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はＭＮＯと接続して、移動通信サービスを提供する電気通信事業者であ

って、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設しておらず、かつ、

運用をしていない者をいう。 

（２）～（４） （略） 

 

（５）第５号 

五 提供される電気通信役務の内容①（名称②、第一項の区分による電気

通信役務の種類③及び品質④、提供を受けることができる場所⑤又は緊

急通報⑥に係る制限、青少年が安全に安心してインターネットを利用

できる環境の整備等に関する法律（平成二十年法律第七十九号）第二

条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者が

提供する同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサー

ビスによる制限⑦その他の当該電気通信役務の利用に関する制限があ

る場合には、その内容⑧を含む。） 

 ＜規定の概要＞ 

（略） 

 

① 電気通信役務の内容 

電気通信サービスとして消費者が提供を受けることができる具体的な内

容をいう。具体的には、名称（下記②参照。）、役務の種類（下記③参照。）

のほか、例えば、ＦＴＴＨサービスやＤＳＬサービスであれば、最高伝送速

度毎秒○○メガビットによりインターネットに接続するサービスであって、

速度が低下することがある旨、また、050ＩＰ電話サービスであれば、ＩＰ

 

 

 

（２）～（４） （略） 

 

（５）第５号 

五 提供される電気通信役務の内容①（名称②、第一項の区分による電気

通信役務の種類③及び品質④、提供を受けることができる場所⑤又は緊

急通報⑥に係る制限、青少年が安全に安心してインターネットを利用

できる環境の整備等に関する法律（平成二十年法律第七十九号）第二

条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者が

提供する同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサー

ビスによる制限⑦その他の当該電気通信役務の利用に関する制限があ

る場合には、その内容⑧を含む。） 

 ＜規定の概要＞ 

（略） 

 

① 電気通信役務の内容 

電気通信サービスとして消費者が提供を受けることができる具体的な内

容をいう。具体的には、名称（下記②参照。）、役務の種類（下記③参照。）

のほか、例えば、ＡＤＳＬサービスやＦＴＴＨサービスであれば、最高伝送

速度毎秒○○メガビットによりインターネットに接続するサービスであっ

て、速度が低下することがある旨、また、ＩＰ電話サービスであれば、ＩＰ
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パケットを用いて音声伝送を行う電話サービスであることのほか、音質が低

下することがある旨等の当該サービスの技術的条件の制限を含めた基本的

内容である。 

 

② （略） 

 

 ③ 第一項の区分による電気通信役務の種類 

   第１項の区分による電気通信サービスの種類をいう。具体的には、「ＦＴ

ＴＨサービス」であるとか「携帯電話サービス」であるということを説明す

ることを規定するものである。 

   各電気通信事業者が定めるサービス名のみでは、実際にどのような内容の

サービスであるのかがわかりにくい場合があることから、当該サービスの種

類についても説明しなければならないこととするものである。 

 

④ 品質 

    ＦＴＴＨサービス、ＤＳＬサービス、携帯電話・ＰＨＳ端末によるインタ

ーネット接続サービス、ＩＰ電話サービス等のいわゆるベストエフォート型

サービスについて、その品質に係る制限事項を説明しなければならないこと

とするものである。 

   例えば、ＦＴＴＨサービスやＤＳＬサービス等のいわゆるベストエフォー

ト型サービスについては、伝送速度が低下することがある旨である。これら

の、いわゆるベストエフォート型サービスにおいては、広告等において、例

えば「最高○○メガ」と最高伝送速度を表示するなどの例が多く見られる。

パケットを用いて音声伝送を行う電話サービスであることのほか、音質が低

下することがある旨等の当該サービスの技術的条件の制限を含めた基本的

内容である。 

 

② （略） 

 

③ 第一項の区分による電気通信役務の種類 

   第１項の区分による電気通信サービスの種類をいう。具体的には、「ＡＤ

ＳＬサービス」であるとか「ＦＴＴＨサービス」であるということを説明す

ることを規定するものである。 

   各電気通信事業者が定めるサービス名のみでは、実際にどのような内容の

サービスであるのかがわかりにくい場合があることから、当該サービスの種

類についても説明しなければならないこととするものである。 

 

④ 品質 

   ＤＳＬサービス、ＦＴＴＨサービス、ＩＰ電話サービス等のいわゆるベス

トエフォート型サービスについて、その品質に係る制限事項を説明しなけれ

ばならないこととするものである。 

   例えば、ＤＳＬサービスやＦＴＴＨサービス等のいわゆるベストエフォー

ト型サービスについては、伝送速度が低下することがある旨である。これら

の、いわゆるベストエフォート型サービスにおいては、広告等において、例

えば「最高○○メガ」と最高伝送速度を表示するなどの例が多く見られる。

消費者としては、当該サービスが常に当該表示された伝送速度でインターネ



14 

 

消費者としては、当該サービスが常に当該表示された伝送速度でインターネ

ットにアクセスすることができると思い、後になってベストエフォート型サ

ービスであると知り、トラブルになる場合も多いと考えられる。したがって、

このようなトラブルを防止するためには、事前に制限事項を説明する必要が

ある。 

   具体的には、例えば「表示速度は最高速度であり、保証されるものではな

く、当該速度より低い速度しか出ない場合がある。」「交換機の収容されてい

る局舎からの距離により伝送速度が低下することがある。」「回線を複数の加

入者でシェア（共用）するため伝送速度が低下することがある。」等の説明

（表示）の仕方が考えられるが、いずれにしても、消費者がベストエフォー

ト型サービスの内容を十分に理解することができるよう配慮する必要があ

る。 

   また、050ＩＰ電話サービスについても同様である。050ＩＰ電話サービス

は、回線の状況等により音声が聞き取りづらくなるなど、音質が低下するこ

とがある。したがって、トラブル防止の観点から、その旨を事前に説明しな

ければならないこととするものである。 

   なお、当該事項について書面に表示する場合において、注記として表示す

ることも可能であるが、その場合には特に、文字の大きさや記載場所など、

消費者が適切に理解できるよう配慮する必要がある。 

 

 ⑤～⑦ （略） 

 

⑧ 電気通信役務の利用に関する制限がある場合には、その内容 

ットにアクセスすることができると思い、後になってベストエフォート型サ

ービスであると知り、トラブルになる場合も多いと考えられる。したがって、

このようなトラブルを防止するためには、事前に制限事項を説明する必要が

ある。 

   具体的には、例えば「表示速度は最高速度であり、保証されるものではな

く、当該速度より低い速度しか出ない場合がある。」「交換機の収容されてい

る局舎からの距離により伝送速度が低下することがある。」「回線を複数の加

入者でシェア（共用）するため伝送速度が低下することがある。」等の説明

（表示）の仕方が考えられるが、いずれにしても、消費者がベストエフォー

ト型サービスの内容を十分に理解することができるよう配慮する必要があ

る。 

   また、ＩＰ電話サービスについても同様である。ＩＰ電話サービスは、周

囲で家電製品を利用している場合やＡＤＳＬサービスでファイルの送受信

を行うのと同時に利用する場合等に、音声が聞き取りづらくなるなど、通話

品質が低下することがある。したがって、トラブル防止の観点から、その旨

を事前に説明しなければならないこととするものである。 

   なお、当該事項について書面に表示する場合において、注記として表示す

ることも可能であるが、その場合には特に、文字の大きさや記載場所など、

消費者が適切に理解できるよう配慮する必要がある。 

 

⑤～⑦ （略） 

 

⑧ 電気通信役務の利用に関する制限がある場合には、その内容 
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電気通信サービスの利用に関する制限があれば、その旨も含めてサービス

内容を説明しなければならない旨を定めるもの。その例として、電気通信事

業者が意図的に電気通信役務の利用に係る制限を実施している場合（ネット

ワーク上の混雑回避のための帯域制御等）には、その制限の内容を説明する

必要がある。 

   帯域制御に係る制限の内容としては、制御に該当する基準（大量に通信を

行う特定のユーザを対象とする場合は制御の対象に該当する通信量等を、特

定のアプリケーションの通信を制限する場合には、当該アプリケーションの

名称をいう。）、制御の対象となる時間帯及び場所等が該当する。 

   なお、制御に該当する基準のうち、アプリケーションの名称については、

名称が多数にのぼる可能性があること、頻繁に変更が生じる可能性があるこ

と等も考えられ、すべてのアプリケーションを説明することは困難であるこ

とから、説明時には代表的な名称を複数例示し、詳細については消費者が問

い合わせた場合に適切に回答する、ウェブページでの閲覧により説明する等

も可能とするものである。 

また、宅内設備に商用電源を利用するＩＰ電話等のサービスや、停電対

策が講じられていない一部のデータ伝送サービスについては、停電時に利

用できなくなる場合があること等をあらかじめ説明を行うことが望まし

い。 

（６） （略） 

 

（７）第７号 

七 前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて電気通信役務の

電気通信サービスの利用に関する制限があれば、その旨も含めてサービス

内容を説明しなければならない旨を定めるもの。その例として、電気通信事

業者が意図的に電気通信役務の利用に係る制限を実施している場合（ネット

ワーク上の混雑回避のための帯域制御等）には、その制限の内容を説明する

必要がある。 

   帯域制御に係る制限の内容としては、制御に該当する基準（大量に通信を

行う特定のユーザを対象とする場合は制御の対象に該当する通信量等を、特

定のアプリケーションの通信を制限する場合には、当該アプリケーションの

名称をいう。）、制御の対象となる時間帯及び場所等が該当する。 

   なお、制御に該当する基準のうち、アプリケーションの名称については、

名称が多数にのぼる可能性があること、頻繁に変更が生じる可能性があるこ

と等も考えられ、すべてのアプリケーションを説明することは困難であるこ

とから、説明時には代表的な名称を複数例示し、詳細については消費者が問

い合わせた場合に適切に回答する、ウェブページでの閲覧により説明する等

も可能とするものである。 

 

 

 

 

（６） （略） 

 

（７）第７号 

七 前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて電気通信役務の
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提供を受ける者が通常負担する必要があるもの①があるときは、その

内容② 

＜規定の概要＞ 

  （略） 

 

 ① 前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて電気通信役務の提供を

受ける者が通常負担する必要があるもの 

   例えば、ＦＴＴＨやＤＳＬサービスについて、消費者が通常負担すべき経

費として、当該サービスの提供に関する料金（インターネット接続料金や光

回線終端装置（ＯＮＵ）、ＶＤＳＬ装置やモデムなどの機器レンタル料）の

ほかに、別途他の電気通信事業者のアクセス回線使用料や工事費等の経費の

負担を要する場合などがこれに該当する。 

   また、ＩＰ電話サービスについて、消費者が通常負担すべき経費として、

当該サービスの提供に関する料金（ＩＰ電話の基本料金や通話料、ルーター

やモデム機器のレンタル料）のほかに、別途他の電気通信事業者のアクセス

回線使用料や工事費等の経費の負担を要する場合が、これに該当する。 

 

 ② その内容 

   第６号に規定する電気通信サービスの提供に関する料金に含まれない経

費がある旨、その主な料金項目（例えば、光回線終端装置（ＯＮＵ）、ＶＤ

ＳＬ装置やモデムなどの機器レンタル料、他の電気通信事業者のアクセス回

線使用料、工事費など）である。 

   なお、ＩＰ電話サービスのうち、ＩＰ電話サービスが提供できない時に自

提供を受ける者が通常負担する必要があるもの①があるときは、その

内容② 

＜規定の概要＞ 

  （略） 

 

 ① 前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて電気通信役務の提供を

受ける者が通常負担する必要があるもの 

   例えば、ＡＤＳＬサービスについて、消費者が通常負担すべき経費として、

当該サービスの提供に関する料金（インターネット接続料金やモデムレンタ

ル料）のほかに、別途他の電気通信事業者のアクセス回線使用料や工事費等

の経費の負担を要する場合などがこれに該当する。 

   また、ＩＰ電話サービスについて、消費者が通常負担すべき経費として、

当該サービスの提供に関する料金（ＩＰ電話の基本料金や通話料、モデムレ

ンタル料）のほかに、別途他の電気通信事業者のアクセス回線使用料や工事

費等の経費の負担を要する場合が、これに該当する。 

 

 

 ② その内容 

   第６号に規定する電気通信サービスの提供に関する料金に含まれない経

費がある旨、その主な料金項目（例えば、アクセス回線使用料、モデムレン

タル料、工事費など）である。 

   なお、ＩＰ電話サービスのうち、ＩＰ電話サービスが提供できない時に自

動的に当該ＩＰ網以外の他の通信網に迂回する機能を有する場合には、その
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動的に当該ＩＰ網以外の他の通信網に迂回する機能を有する場合には、その

迂回した通信網に関する料金負担が別途発生する旨も、これに含まれる。 

 

（８）第８号 

八 前二号に掲げる料金その他の経費の全部又は一部を期間を限定し

て減免するとき①は、当該減免の実施期間その他の条件② 

 ＜規定の概要＞ 

（略） 

 

 ① 料金その他の経費の全部又は一部を期間を限定して減免するとき 

   電気通信サービスの提供に関する料金（第６号）やその他の経費（工事費、

機器レンタル料等。第７号）を期間を限定して割引又は無料キャンペーンを

実施することをいう。なお、料金割引プランを設定する場合など、期間を限

定しないで料金割引をする場合は、第６号の「その者に適用される、電気通

信役務の提供に関する料金」に含まれる。本号に規定する条件は、割引キャ

ンペーンの適用がある場合、当該割引料金が、本来第６号に規定される電気

通信役務の提供に関する料金に該当することとなるが、本号は、キャンペー

ン期間を設けて提供する電気通信サービスに関するトラブルが特に多いこ

とにかんがみ、特に説明事項として規定したものである。 

 

 ② 当該減免の実施期間その他の条件 

   割引又は無料キャンペーンを行う場合の条件を説明すること。「実施期間」

とは、当該説明を受ける消費者に割引又は無料キャンペーンが適用される期

迂回した通信網に関する料金負担が別途発生する旨も、これに含まれる。 

 

 

（８）第８号 

八 前二号に掲げる料金その他の経費の全部又は一部を期間を限定し

て減免するとき①は、当該減免の実施期間その他の条件② 

 ＜規定の概要＞ 

（略） 

 

① 料金その他の経費の全部又は一部を期間を限定して減免するとき 

   電気通信サービスの提供に関する料金（第６号）やその他の経費（工事費、

モデムレンタル料等。第７号）を期間を限定して割引又は無料キャンペーン

を実施することをいう。なお、料金割引プランを設定する場合など、期間を

限定しないで料金割引をする場合は、第６号の「その者に適用される、電気

通信役務の提供に関する料金」に含まれる。本号に規定する条件は、割引キ

ャンペーンの適用がある場合、当該割引料金が、本来第６号に規定される電

気通信役務の提供に関する料金に該当することとなるが、本号は、キャンペ

ーン期間を設けて提供する電気通信サービスに関するトラブルが特に多い

ことにかんがみ、特に説明事項として規定したものである。 

 

 ② 当該減免の実施期間その他の条件 

   割引又は無料キャンペーンを行う場合の条件を説明すること。「実施期間」

とは、当該説明を受ける消費者に割引又は無料キャンペーンが適用される期
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間（その者にキャンペーンが適用される始期及び終期）のことである。その

他の条件としては、例えば、適用範囲（例えば、基本料、機器レンタル料、

通話料のうち、どの項目に割引又は無料キャンペーンが適用されるのか等）

や適用対象（例えば、家族割引キャンペーンを実施する場合、家族のうち、

主契約者のみの通話料に無料又は割引キャンペーンが適用されるのか、ある

いは、家族の全構成員の通話料に適用されるのか等）がある。 

 

（９）第９号 

九 電気通信役務の提供を受ける者からの申出による契約の変更又は

解除の連絡先①及び方法② 

 ＜規定の概要＞ 

   本号の規定は、消費者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先及び

その連絡方法を説明する旨を規定したものである。 

第３号及び第４号に規定する連絡先は、消費者が提供を受けることになる

電気通信サービスや電気通信事業者の業務の方法に関する苦情及び問合せ

を行う連絡先であるが、本号は契約の変更又は解除の申出を行う連絡先を規

定している。 

   電気通信サービスは、一つのサービスの利用に複数の電気通信事業者との

契約が必要となる場合（例えば、ＦＴＴＨサービスなどのアクセス回線サー

ビスとインターネット接続サービス）、一の電気通信事業者への申込だけで

複数の電気通信事業者との契約が成立する場合がある。その契約の変更又は

解除に際しては、契約締結時からの期間経過によって複数契約であったこと

を失念し、又は理解していなかったことによって、消費者が一部の契約のみ

間（その者にキャンペーンが適用される始期及び終期）のことである。その

他の条件としては、例えば、適用範囲（例えば、基本料、モデムレンタル料、

通話料のうち、どの項目に割引又は無料キャンペーンが適用されるのか等）

や適用対象（例えば、家族割引キャンペーンを実施する場合、家族のうち、

主契約者のみの通話料に無料又は割引キャンペーンが適用されるのか、ある

いは、家族の全構成員の通話料に適用されるのか等）がある。 

 

（９）第９号 

九 電気通信役務の提供を受ける者からの申出による契約の変更又は

解除の連絡先①及び方法② 

 ＜規定の概要＞ 

   本号の規定は、消費者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先及び

その連絡方法を説明する旨を規定したものである。 

第３号及び第４号に規定する連絡先は、消費者が提供を受けることになる

電気通信サービスや電気通信事業者の業務の方法に関する苦情及び問合せ

を行う連絡先であるが、本号は契約の変更又は解除の申出を行う連絡先を規

定している。 

   電気通信サービスは、一つのサービスの利用に複数の電気通信事業者との

契約が必要となる場合、一の電気通信事業者への申込だけで複数の電気通信

事業者との契約が成立する場合がある。その契約の変更又は解除に際して

は、契約締結時からの期間経過によって複数契約であったことを失念し、又

は理解していなかったことによって、消費者が一部の契約のみ変更又は解除

しすべての契約が完了したと誤認し、不要な利用料を継続して支払い続けて
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変更又は解除しすべての契約が完了したと誤認し、不要な利用料を継続して

支払い続けているケースがあり得る。また、契約締結は契約代理店でも行う

ことができるが、契約解除は契約代理店では行うことができない、契約解除

にはＩＤとパスワードが必須であるなど、契約解除の際の手続等が分かりづ

らく、結果として、契約変更又は解除時にトラブルになっていることから、

契約の変更又は解除の連絡先及び方法を具体的な説明事項として規定する

ものである。 

 

①・② （略） 

 

（１０）第１０号 

十 次に掲げる事項その他の電気通信役務の提供を受ける者からの申

出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、そ

の内容① 

 イ 契約の変更又は解除をすることができる期間の制限があるとき

は、その内容② 

 ロ 契約の変更又は解除に伴う違約金の支払に関する定めがあると

きは、その内容③ 

  ハ 契約の変更又は解除があつた場合において電気通信役務の提供

のために電気通信事業者が貸与した端末設備の返還又は引取りに

要する経費を電気通信役務の提供を受ける者が負担する必要があ

るときは、その内容④ 

＜規定の概要＞ 

いるケースがあり得る。また、契約締結は契約代理店でも行うことができる

が、契約解除は契約代理店では行うことができない、契約解除にはＩＤとパ

スワードが必須であるなど、契約解除の際の手続等が分かりづらく、結果と

して、契約変更又は解除時にトラブルになっていることから、契約の変更又

は解除の連絡先及び方法を具体的な説明事項として規定するものである。 

 

 

 

①・② （略） 

 

（１０）第１０号 

十 次に掲げる事項その他の電気通信役務の提供を受ける者からの申

出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、そ

の内容① 

 イ 契約の変更又は解除をすることができる期間の制限があるとき

は、その内容② 

 ロ 契約の変更又は解除に伴う違約金の支払に関する定めがあると

きは、その内容③ 

  ハ 契約の変更又は解除があつた場合において電気通信役務の提供

のために電気通信事業者が貸与した端末設備の返還又は引取りに

要する経費を電気通信役務の提供を受ける者が負担する必要があ

るときは、その内容④ 

＜規定の概要＞ 
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  （略） 

 

 ①～③ （略） 

 

 ④ 電気通信事業者が貸与した端末設備の返還又は引取りに要する経費を電

気通信役務の提供を受ける者が負担する必要があるときは、その内容 

   例えば、消費者が光回線終端装置（ＯＮＵ）又はＶＤＳＬ装置等をプロバ

イダからレンタルして、ＦＴＴＨサービスの提供を受けている場合であっ

て、当該契約の変更及び解除をするときには、消費者が当該機器の返却送料

等を負担する必要がある旨を定めるときは、その旨及び標準的な経費又は算

定方法を説明しなければならない旨を規定するものである。 

  （略） 

 

 ①～③ （略） 

 

 ④ 電気通信事業者が貸与した端末設備の返還又は引取りに要する経費を電

気通信役務の提供を受ける者が負担する必要があるときは、その内容 

   例えば、消費者がＡＤＳＬモデムをプロバイダからレンタルして、ＡＤＳ

Ｌサービスの提供を受けている場合であって、当該契約の変更及び解除をす

るときには、消費者がモデムの返却送料等を負担する必要がある旨を定める

ときは、その旨及び標準的な経費又は算定方法を説明しなければならない旨

を規定するものである。 

 

６ 施行規則第２２条の２の２第４項の規定の概要及び用語の説明 

  （略） 

６ 施行規則第２２条の２の２第４項の規定の概要及び用語の説明 

（略） 

７ 施行規則第２２条の２の２第５項の規定の概要及び用語の説明 

   （略） 

 

（１）第１号 

５ 法第二十六条の規定は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の

うち提供条件の変更に関するものについては、次の各号に掲げる場合

に限り適用するものとし、その場合における説明は当該各号に定める

事項に関して行うものとする。 

 一 電気通信役務の提供を受ける者からの申出により①第一項各号に

７ 施行規則第２２条の２の２第５項の規定の概要及び用語の説明 

（略） 

 

（１）第１号 

５ 法第二十六条の規定は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の

うち提供条件の変更に関するものについては、次の各号に掲げる場合

に限り適用するものとし、その場合における説明は当該各号に定める

事項に関して行うものとする。 

 一 電気通信役務の提供を受ける者からの申出により①第一項各号に
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規定する電気通信役務に関する提供条件（第三項各号に掲げる事項

に限る。）を変更する場合であつて、変更後の契約が変更前の契約

と同じ号に規定する電気通信役務の提供に関するもの② 第三項各

号に掲げる事項のうち変更しようとするもの③ 

＜規定の概要＞ 

   本号は、電気通信サービスの提供に関する契約の変更のうち、例えば携帯

電話サービスの料金プランの変更、ＦＴＴＨやＤＳＬサービスの最高伝送速

度のグレードアップなど、１つのサービスの提供条件の変更の申し出があっ

た場合の説明について規定するものである。 

 

 ① （略） 

 

② 提供条件（第三項各号に掲げる事項に限る。）を変更する場合であつて、

変更後の契約が変更前の契約と同じ号に規定する電気通信役務の提供に関

するもの 

   「提供条件の変更」とは、電気通信事業者との間の電気通信サービスの提

供に関する契約内容を変更するものをいう。また、「変更後の契約が変更前

の契約と同じ号に規定する電気通信役務の提供に関するもの」とは、変更後

の契約と変更前の契約が、ともに携帯電話に関するものである場合やＦＴＴ

ＨやＤＳＬサービスに関するものである場合等をいう。 

   すなわち、同項に規定する変更とは、例えば、携帯電話サービスの料金プ

ランの変更、ＦＴＴＨやＤＳＬサービスの最高伝送速度の変更などが、これ

に該当する。 

規定する電気通信役務に関する提供条件（第三項各号に掲げる事項

に限る。）を変更する場合であつて、変更後の契約が変更前の契約

と同じ号に規定する電気通信役務の提供に関するもの② 第三項各

号に掲げる事項のうち変更しようとするもの③ 

＜規定の概要＞ 

   本号は、電気通信サービスの提供に関する契約の変更のうち、例えば携帯

電話サービスの料金プランの変更やＡＤＳＬサービスの最高伝送速度のグ

レードアップなど、１つのサービスの提供条件の変更の申し出があった場合

の説明について規定するものである。 

 

① （略） 

 

② 提供条件（第三項各号に掲げる事項に限る。）を変更する場合であつて、

変更後の契約が変更前の契約と同じ号に規定する電気通信役務の提供に関

するもの 

   「提供条件の変更」とは、電気通信事業者との間の電気通信サービスの提

供に関する契約内容を変更するものをいう。また、「変更後の契約が変更前

の契約と同じ号に規定する電気通信役務の提供に関するもの」とは、変更後

の契約と変更前の契約が、ともに携帯電話に関するものである場合やＡＤＳ

Ｌサービスに関するものである場合等をいう。 

   すなわち、同項に規定する変更とは、例えば、携帯電話サービスの料金プ

ランの変更、ＡＤＳＬサービスの最高伝送速度の変更などが、これに該当す

る。 
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 ③ （略） 

 

（２）第２号 

二 電気通信役務の提供を受ける者からの申出による①提供条件の変

更のうち、新たに第一項各号に規定する電気通信役務の提供に関する

契約を締結することとなるもの② 第三項各号に掲げる事項③ 

＜規定の趣旨＞ 

   本号は、電気通信サービスの提供に関する契約の変更のうち、例えば、Ａ

ＤＳＬサービスからＦＴＴＨサービスへの変更、加入電話サービスから０Ａ

ＢＪＩＰ電話サービスへの変更など、新たな種類のサービスへの変更の申出

があった場合の説明について規定するものである。 

 ① （略） 

 

② 提供条件の変更のうち、新たに第一項各号に規定する電気通信役務の提供

に関する契約を締結することとなるもの 

   「提供条件の変更」とは、電気通信事業者との間の電気通信サービスの提

供に関する契約内容を変更するものをいう。また、「新たに第一項各号に規

定する電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなるもの」とは、

変更前に契約していたサービスの種類と変更後に契約しようとするサービ

スの種類が異なるものをいう。 

   すなわち、同項に規定する変更とは、例えば、ＡＤＳＬサービスからＦＴ

ＴＨサービスへの変更や、加入電話サービスから０ＡＢＪＩＰ電話サービス

 

③ （略） 

 

（２）第２号 

二 電気通信役務の提供を受ける者からの申出による①提供条件の変

更のうち、新たに第一項各号に規定する電気通信役務の提供に関する

契約を締結することとなるもの② 第三項各号に掲げる事項③ 

＜規定の趣旨＞ 

   本号は、電気通信サービスの提供に関する契約の変更のうち、例えばＰＨ

Ｓサービスから携帯電話サービスへの変更や、ＡＤＳＬサービスからＦＴＴ

Ｈサービスへの変更など、新たな種類のサービスへの変更の申出があった場

合の説明について規定するものである。 

 ① （略） 

 

② 提供条件の変更のうち、新たに第一項各号に規定する電気通信役務の提供

に関する契約を締結することとなるもの 

   「提供条件の変更」とは、電気通信事業者との間の電気通信サービスの提

供に関する契約内容を変更するものをいう。また、「新たに第一項各号に規

定する電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなるもの」とは、

変更前に契約していたサービスの種類と変更後に契約しようとするサービ

スの種類が異なるものをいう。 

   すなわち、同項に規定する変更とは、例えば、ＰＨＳサービスから携帯電

話サービスへの変更や、ＡＤＳＬサービスからＦＴＴＨサービスへの変更な
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への変更など、新たな種類のサービスへの変更の場合がこれに該当する。 

 

 ③ （略） 

 

（３） （略） 

ど、新たな種類のサービスへの変更の場合がこれに該当する。 

 

 

③ （略） 

 

（３） （略） 

８ 施行規則第２２条の２の２第６項の規定の概要及び用語の説明 

 

６ 法第二十六条に規定する説明は、電気通信事業者が他の電気通信事

業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して電気通

信役務を提供する場合であつて、当該電気通信事業者が提供する電気

通信役務に関する料金その他の提供条件（第三項各号に掲げる事項に

限る。以下この項において単に「提供条件」という。）を当該他の電

気通信事業者が電気通信役務の提供を受けようとする者に説明する

こととしているときは、当該他の電気通信事業者が当該提供条件を説

明すれば足りる。 

 

（１）規定の概要 

   本項は、電気通信事業者が、他の電気通信事業者と接続又は共用協定を締

結して電気通信サービスを提供する場合であって、他の電気通信事業者がま

とめてサービス内容についての説明をすることとしているときは、当該電気

通信事業者が重ねて説明を行う必要はない旨を確認的に定めるものである。 

   このような場合、消費者と直接相対することとなる当該他の電気通信事業

８ 施行規則第２２条の２の２第６項の規定の概要及び用語の説明 

 

６ 法第二十六条に規定する説明は、電気通信事業者が他の電気通信事

業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して電気通

信役務を提供する場合であつて、当該電気通信事業者が提供する電気

通信役務に関する料金その他の提供条件（第三項各号に掲げる事項に

限る。以下この項において単に「提供条件」という。）を当該他の電

気通信事業者が電気通信役務の提供を受けようとする者に説明する

こととしているときは、当該他の電気通信事業者が当該提供条件を説

明すれば足りる。 

 

（１）規定の概要 

   本項は、電気通信事業者が、他の電気通信事業者と接続又は共用協定を締

結して電気通信サービスを提供する場合であって、他の電気通信事業者がま

とめてサービス内容についての説明をすることとしているときは、当該電気

通信事業者が重ねて説明を行う必要はない旨を確認的に定めるものである。 

   このような場合、消費者と直接相対することとなる当該他の電気通信事業
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者が一元的に消費者に説明すればよいこととするものである。具体的には、

例えば、インターネット接続サービスを提供する電気通信事業者（プロバイ

ダ）がＦＴＴＨサービスやＤＳＬサービスを提供する電気通信事業者（アク

セス回線事業者）との間に接続協定を締結して、消費者に一体的にサービス

提供をする場合（いわゆるホールセール型等）や、ＭＮＯと接続してＭＶＮ

Ｏが移動通信サービスを提供する場合であって、プロバイダやＭＶＮＯが一

元的に消費者に説明するときは、改めて回線の提供元である事業者が消費者

に説明する必要はないこととなる。なお、回線の提供元である事業者が重複

して説明することとしてもかまわない。 

者が一元的に消費者に説明すればよいこととするものである。具体的には、

例えば、インターネット接続サービスを提供する電気通信事業者（プロバイ

ダ）とＡＤＳＬサービスを提供する電気通信事業者（ＤＳＬ事業者）の間に

接続協定を締結して、消費者に一体的にサービス提供をする場合（いわゆる

ホールセール型等）であって、ＡＤＳＬサービスも含めてプロバイダが一元

的に消費者に説明するときは、改めてＤＳＬ事業者が消費者に説明する必要

はないこととなる。すなわち、ＤＳＬ事業者が説明すれば、重複して消費者

に説明することとなるが、そこまでの義務を課す必要はないと考えられるた

めである。もちろん、重複して説明することとしてもかまわない。 

９ 対面による説明の際の交付書面の参考例 

法第２６条及び施行規則第２２条の２の２において、具体的な説明事項が定

められることとなるが、対面により説明を行う際に交付することとなる書面の

参考例（インターネット接続及びＦＴＴＨサービスの例）を以下に示す。 

なお、以下の参考例は一例にすぎないものであり、様々な説明書面が可能で

あるが、電気通信事業者等が説明する際に交付する書面については、説明事項

として省令で定められている事項のみを一枚から数枚程度にまとめ、消費者に

とっての不利益情報が容易に認識できるよう、文字の大きさ、レイアウト、配

色等に配慮、工夫を行うなど消費者にとって分かりやすいものである必要があ

る。 

 

＜参考例＞ 

△△△サービス［電気通信サービスの名称を記載］について 

○○○○(株)［説明をする電気通信事業者名又は契約代理業者名を記載］ 

９ 対面による説明の際の交付書面の参考例 

法第２６条及び施行規則第２２条の２の２において、具体的な説明事項が定

められることとなるが、対面により説明を行う際に交付することとなる書面の

参考例（インターネット接続及びＡＤＳＬサービスの例）を以下に示す。 

なお、以下の参考例は一例にすぎないものであり、様々な説明書面が可能で

あるが、電気通信事業者等が説明する際に交付する書面については、説明事項

として省令で定められている事項のみを一枚から数枚程度にまとめ、消費者に

とっての不利益情報が容易に認識できるよう、文字の大きさ、レイアウト、配

色等に配慮、工夫を行うなど消費者にとって分かりやすいものである必要があ

る。 

 

＜参考例＞ 

△△△サービス［電気通信サービスの名称を記載］について 

○○○○(株)［説明をする電気通信事業者名又は契約代理業者名を記載］ 
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●サービス提供者：○○○○(株)［サービスを提供する電気通信事業者名を記載］ 

契約代理業者：◇◇ショップ◇◇店［契約代理業者名を記載］ 

●問合せ連絡先： 

・○○○○(株)カスタマーセンター 

電話：０１２０－１２３－×××［電気通信事業者の電話番号及び受付時間を記載］ 

（受付時間：平日 9:00～19:00、土日祝日 9:00～17:00） 

ウェブページ：http://www.xxx.co.jp/customer［問合せを受け付けるＵＲＬを記載］ 

・◇◇ショップ総合サポートセンター 

電話：０３－１２３４－××××［契約代理業者の電話番号及び受付時間を記載］ 

（受付時間：10:00～18:00（ただし年末年始は休業）） 

ウェブページ：http://www.xxx.co.jp/support［問合せを受け付けるＵＲＬを記載］ 

●契約するサービスの内容： 

・名称：△△△サービスＡコース（ＦＴＴＨサービス） 

［電気通信サービスの名称、及びその種別を記載］ 

・本サービスは、最高伝送速度毎秒○○メガバイトにより、インターネッ

トに接続するサービスです。本サービスは、いわゆるベストエフォート

型サービスであり、通信設備の状況や回線のトラヒック状況、お客様の

ご利用環境等によって、速度が低下することがあります。 

［電気通信サービスの内容（品質を含む。）を記載］ 

・契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させる

ことにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行

為その他その使用若しくは運営に支障を与える場合には、電気通信の速

 

●サービス提供者：○○○○(株)［サービスを提供する電気通信事業者名を記載］ 

契約代理業者：◇◇ショップ◇◇店［契約代理業者名を記載］ 

●問合せ連絡先： 

・○○○○(株)カスタマーセンター 

電話：０１２０－１２３－×××［電気通信事業者の電話番号及び受付時間を記載］ 

（受付時間：平日 9:00～19:00、土日祝日 9:00～17:00） 

ウェブページ：http://www.xxx.co.jp/customer［問合せを受け付けるＵＲＬを記載］ 

・◇◇ショップ総合サポートセンター 

電話：０３－１２３４－××××［契約代理業者の電話番号及び受付時間を記載］ 

（受付時間：10:00～18:00（ただし年末年始は休業）） 

ウェブページ：http://www.xxx.co.jp/support［問合せを受け付けるＵＲＬを記載］ 

●契約するサービスの内容： 

・名称：△△△サービスＡコース（ＡＤＳＬサービス） 

［電気通信サービスの名称、及びその種別を記載］ 

・本サービスは、最高伝送速度毎秒○○メガバイトにより、インターネッ

トに接続するサービスです。本サービスは、いわゆるベストエフォート

型サービスであり、通信設備の状況や他回線との干渉、交換機収容局か

らの距離等によって、速度が低下することがあります。 

［電気通信サービスの内容（品質を含む。）を記載］ 

・契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させる

ことにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行

為その他その使用若しくは運営に支障を与える場合には、電気通信の速
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度や通信量の制限又は本サービスの利用を制限することがあります。 

［電気通信サービスの利用に関する制限がある場合はその旨を記載］ 

 

（参考：携帯電話・ＰＨＳの場合） 

・青少年（１８歳未満）の携帯電話及びＰＨＳによるインターネット接続

については、保護者からの申出がない限りフィルタリング（インターネ

ット上のウェブサイト等を弊社の基準による△△からユーザが選択した

××に基づき選別し、青少年に有害な情報を閲覧できなくするプログラ

ムやサービス）が提供されます。 

［電気通信サービスの利用に関する制限がある場合はその旨を記載］ 

 

●料金等： 

・サービス利用料○,○○○円（月額。消費税込み） 

・初期費用○，○○○円（消費税込み） 

・光回線終端装置レンタル料○，○○○円（月額。消費税込み） 

・ただし、契約締結日が含まれる月及びその後の２ヶ月は割引料金が適用され、月額○,○○○

円（消費税込み）となります。 

・上記金額のほか、導入時に工事費○，○○○円（消費税込み）が別途必要となります。（△△

(株)より請求されます。） 

［適用される料金及びサービス料金に含まれていない他の経費がかかる旨等に関する記載］ 

 

●契約変更・解除の連絡先及び方法： 

（ＦＴＴＨサービスの連絡先） 

度や通信量の制限又は本サービスの利用を制限することがあります。 

［電気通信サービスの利用に関する制限がある場合はその旨を記載］ 

 

（参考：携帯電話・ＰＨＳの場合） 

・青少年（１８歳未満）の携帯電話及びＰＨＳによるインターネット接続

については、保護者からの申出がない限りフィルタリング（インターネ

ット上のウェブサイト等を弊社の基準による△△からユーザが選択した

××に基づき選別し、青少年に有害な情報を閲覧できなくするプログラ

ムやサービス）が提供されます。 

［電気通信サービスの利用に関する制限がある場合はその旨を記載］ 

 

●料金等： 

・サービス利用料○,○○○円（月額。消費税込み） 

・初期費用○，○○○円（消費税込み） 

・モデムレンタル料○，○○○円（月額。消費税込み） 

・ただし、契約締結日が含まれる月及びその後の２ヶ月は割引料金が適用され、月額○,○○○

円（消費税込み）となります。 

・上記金額のほか、導入時に工事費○，○○○円（消費税込み）が別途必要となります。（△△

(株)より請求されます。） 

［適用される料金及びサービス料金に含まれていない他の経費がかかる旨等に関する記載］ 

 

●契約変更・解除の連絡先及び方法： 

（ＡＤＳＬサービスの連絡先） 
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［連絡先が複数の場合は電気通信サービス毎にそれぞれの連絡先を記載］ 

・○○○○(株)カスタマーセンター 

  電話：０１２０－１２３－×××［電気通信事業者の電話番号及び受付時間を記載］ 

    （受付時間：平日 9:00～19:00、土日祝日 9:00～17:00） 

  ウェブページ：http://www.xxx.co.jp/customer［申出を受け付けるＵＲＬを記載］ 

（変更・解除の方法） 

 ・契約変更・解除を行う場合には、当社所定用紙による申込が必要です。 

［契約変更・解除の方法を記載］ 

 

（インターネット接続サービスの連絡先） 

［連絡先が複数の場合は電気通信サービス毎にそれぞれの連絡先を記載］ 

・◇◇サポートセンター 

  電話：０３－１２３４－××××［電気通信事業者の電話番号及び受付時間を記載］ 

    （受付時間：10:00～18:00（ただし年末年始は休業）） 

  ウェブページ：http://www.xxx.co.jp/support［申出を受け付けるＵＲＬを記載］ 

（変更・解除の方法） 

 ・契約変更・解除を行う場合には、ＩＤ、パスワードによる手続が必要で

す。［契約変更・解除の方法を記載］ 

 

●ご解約手続に伴う条件： 

・ご契約から８日以内にご解約のお申し出があった場合には、サービス利

用料、初期費用、機器レンタル料はいただきません。 

・ご解約の際、レンタル機器の返却に要する送料（○，○○○円程度）は、

［連絡先が複数の場合は電気通信サービス毎にそれぞれの連絡先を記載］ 

・○○○○(株)カスタマーセンター 

  電話：０１２０－１２３－×××［電気通信事業者の電話番号及び受付時間を記載］ 

    （受付時間：平日 9:00～19:00、土日祝日 9:00～17:00） 

  ウェブページ：http://www.xxx.co.jp/customer［申出を受け付けるＵＲＬを記載］ 

（変更・解除の方法） 

 ・契約変更・解除を行う場合には、当社所定用紙による申込が必要です。 

［契約変更・解除の方法を記載］ 

 

（インターネット接続サービスの連絡先） 

［連絡先が複数の場合は電気通信サービス毎にそれぞれの連絡先を記載］ 

・◇◇サポートセンター 

  電話：０３－１２３４－××××［電気通信事業者の電話番号及び受付時間を記載］ 

    （受付時間：10:00～18:00（ただし年末年始は休業）） 

  ウェブページ：http://www.xxx.co.jp/support［申出を受け付けるＵＲＬを記載］ 

（変更・解除の方法） 

 ・契約変更・解除を行う場合には、ＩＤ、パスワードによる手続が必要で

す。［契約変更・解除の方法を記載］ 

 

●ご解約手続に伴う条件： 

・ご契約から８日以内にご解約のお申し出があった場合には、サービス利

用料、初期費用、モデムレンタル料はいただきません。 

・ご解約の際、レンタルモデムの返却に要する送料（○，○○○円程度）
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お客様のご負担となります。［契約変更・解除の条件等に関する記載］ 
 

は、お客様のご負担となります。［契約変更・解除の条件等に関する記載］ 
 

１０ 契約締結の際の望ましい対応の在り方について 

法第２６条に規定された説明義務は、消費者が電気通信サービスの内容を十

分に理解した上で契約を締結することができるよう、電気通信事業者等が、契

約の締結等に当たり、消費者が最低限理解すべき提供条件を説明しなければな

らない義務を課すことにより、契約締結に係る電気通信事業者等と消費者との

間のトラブルを防止し、消費者の利益の保護が図るために設けられたものであ

る。同法の趣旨を踏まえて、電気通信事業者等としては、契約締結時の適切な

説明や情報提供などに努めることが求められる。すなわち、同法に規定する義

務となるわけではないが、同法の趣旨を踏まえた契約締結の際の望ましい対応

の在り方として、電気通信事業者等には以下の事項が期待される。 

（１） （略） 

（２）通常の説明では十分に理解が得られないと認められる消費者に対しては、

そのサービスの内容・必要性等が理解されるよう、さらに詳細な説明を行う

こと。 

（３） （略） 

（４）未成年者への説明に際しては、特に高額利用の防止等に十分配慮して説明

すること。 

近年、未成年者が電気通信サービスの提供に関する契約を締結し、高額利

用をしてしまう等のケースが増加していることから、電気通信事業者等とし

ては、契約の場合には親権者の同意の有無を確認する、サービス料金やフィ

ルタリングサービス等の丁寧な説明に心掛けるなど、未成年者による電気通

信サービスの節度ある利用の確保に十分配慮する必要がある。 

１０ 契約締結の際の望ましい対応の在り方について 

法第２６条に規定された説明義務は、消費者が電気通信サービスの内容を十

分に理解した上で契約を締結することができるよう、電気通信事業者等が、契

約の締結等に当たり、消費者が最低限理解すべき提供条件を説明しなければな

らない義務を課すことにより、契約締結に係る電気通信事業者等と消費者との

間のトラブルを防止し、消費者の利益の保護が図るために設けられたものであ

る。同法の趣旨を踏まえて、電気通信事業者等としては、契約締結時の適切な

説明や情報提供などに努めることが求められる。すなわち、同法に規定する義

務となるわけではないが、同法の趣旨を踏まえた契約締結の際の望ましい対応

の在り方として、電気通信事業者等には以下の事項が期待される。 

（１） （略） 

（２）通常の説明では十分に理解が得られないと認められる消費者に対しては、

さらに詳細な説明を行うこと。 

 

（３） （略） 

（４）未成年者への説明に際しては、特に高額利用の防止等に十分配慮して説明

すること。 

（近年、未成年者が電気通信サービスの提供に関する契約を締結し、高額

利用をしてしまう等のケースが増加していることから、電気通信事業者等

としては、サービス料金の丁寧な説明等に心掛けるなど、未成年者による

電気通信サービスの節度ある利用の確保に十分配慮する必要がある。） 
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（５）高齢者への説明に際しては、電気通信サービスの内容・必要性が十分に理

解されるよう十分配慮して説明すること。 

高齢者への電気通信サービスの勧誘・契約締結等に際しては、日常生活に

おいて通常必要とされないサービスの勧誘が行われトラブルが生じている

ケースや電話料金が安くなるとの勧誘を受け、現にサービスを利用している

電気通信事業者等からのものと勘違いして内容が分からないまま契約する

トラブルが生じているケースもあることから、電気通信事業者等としては、

電気通信サービスの内容、必要性等について丁寧な説明等を心掛けるなど、

電気通信サービスの内容等が不明なまま高齢者が契約等をなさないよう、十

分配慮する必要がある。 

 

その他、電気通信事業者は、自らの従業員又は契約代理業者の従業員による

契約締結時の説明の徹底を図るため、適切な説明の対応ぶりの指針となるマニ

ュアル等を作成し、また、定期的にこれらの者に対する研修を実施するなど、

適切な説明を確保できるよう積極的な取組みを行うことが望まれる。また、契

約代理業者においても、自らの従業員向けのマニュアル等の作成や従業員研修

の充実を図ることが望まれる。 

（５）高齢者への説明に際しては、電気通信サービスの内容・必要性が十分に理

解されるよう十分配慮して説明すること。 

（高齢者への電気通信サービスの勧誘・契約締結等に際しては、日常生活

において通常必要とされないサービスの勧誘が行われトラブルが生じてい

るケースや電話料金が安くなるとの勧誘を受け、現にサービスを利用して

いる電気通信事業者等からのものと勘違いして内容が分からないまま契約

するトラブルが生じているケースもあることから、電気通信事業者等とし

ては、電気通信サービスの内容、必要性等について丁寧な説明等を心掛け

るなど、電気通信サービスの内容等が不明なまま高齢者が契約等をなさな

いよう、十分配慮する必要がある。） 

 

その他、電気通信事業者は、自らの従業員又は契約代理業者の従業員による

契約締結時の説明の徹底を図るため、適切な説明の対応ぶりの指針となるマニ

ュアル等を作成し、また、定期的にこれらの者に対する研修を実施するなど、

適切な説明を確保できるよう積極的な取組みを行うことが望まれる。また、契

約代理業者においても、自らの従業員向けのマニュアル等の作成や従業員研修

の充実を図ることが望まれる。 

１１ 消費者契約法との関係について 

（略） 

１１ 消費者契約法との関係について 

（略） 
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第３章 苦情等の処理（法第２７条）関係 

改正案 現行 

１ 本規定を設けることとした趣旨 

近年の情報通信技術の進展による電気通信サービスの高度化・サービス内容

や料金メニューの多様化は、消費者の選択の幅を大きくし、消費者の利便性の

向上につながるものである。しかしながら一方で、サービス内容、料金体系、

契約条件の複雑化により、消費者がこれらを理解することも困難になるととも

に、電気通信事業者と利用者との間の情報格差（情報の非対称性）も拡大して

いる。 

このような状況の中で、消費者が電気通信サービスの内容等を十分理解でき

ないまま契約を締結してしまう等により、後で契約条件等について電気通信事

業者に苦情を申し立てたり、サービス内容等について電気通信事業者に問合せ

を行ったりすることが多くなっている。 

今日、電気通信サービスは国民生活や社会経済活動においてますます重要な

役割を担い、国民にとって必要不可欠な存在となっているが、消費者が自己の

ニーズに合わせて電気通信サービスを適切に利用できるようにしなければ、電

気通信事業者間の競争の促進による便益を消費者が最大限享受できないこと

となる。 

また、電気通信サービスには、高度な技術が用いられているため、消費者が

電気通信サービスを適切に利用するためには、専門的技術的な知識を要求され

るものが多い。さらに、電気通信サービスは継続的に提供されるサービスであ

ることから、消費者が解約して他の電気通信事業者へ変更することは、電話番

号やメールアドレスを多数の者に周知し直すことが必要となる、端末機器の買

１ 本規定を設けることとした趣旨 

近年の情報通信技術の進展による電気通信サービスの高度化・サービス内容

や料金メニューの多様化は、消費者の選択の幅を大きくし、消費者の利便性の

向上につながるものである。しかしながら一方で、サービス内容、料金体系、

契約条件の複雑化により、消費者がこれらを理解することも困難になるととも

に、電気通信事業者と利用者との間の情報格差（情報の非対称性）も拡大して

いる。 

このような状況の中で、消費者が電気通信サービスの内容等を十分理解でき

ないまま契約を締結してしまう等により、後で契約条件等について電気通信事

業者に苦情を申し立てたり、サービス内容等について電気通信事業者に問合せ

を行うことが多くなっている。 

今日、電気通信サービスは国民生活や社会経済活動においてますます重要な

役割を担い、国民にとって必要不可欠な存在となっているが、消費者が自己の

ニーズに合わせて電気通信サービスを適切に利用できるようにしなければ、電

気通信事業者間の競争の促進による便益を消費者が最大限享受できないこと

となる。 

また、電気通信サービスには、高度な技術が用いられているため、消費者が

電気通信サービスを適切に利用するためには、専門的技術的な知識を要求され

るものが多い。さらに、電気通信サービスは継続的に提供されるサービスであ

ることから、消費者が解約して他の電気通信事業者へ変更することは、電話番

号やメールアドレスを多数の者に周知し直すことが必要となる、端末機器の買
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換が必要となる場合がある、サービスの一時的な中断も許されない場合がある

などの理由により容易でないという性質を有している。 

したがって、消費者が電気通信サービスを安心して継続して利用できるよう

にするためには、消費者からの苦情及び問合せに対し、電気通信事業者が、責

任をもって適時適切に対処することが不可欠となっている。そこで、電気通信

事業者に対して、苦情及び問合せを適切かつ迅速に処理しなければならない旨

の義務を課すこととするものである。 

換が必要となる場合がある、サービスの一時的な中断も許されない場合がある

などの理由により容易でないという性質を有している。 

したがって、消費者が電気通信サービスを安心して継続して利用できるよう

にするためには、消費者からの苦情及び問合せに対し、電気通信事業者が、責

任をもって適時適切に対処することが不可欠となっている。そこで、電気通信

事業者に対して、苦情及び問合せを適切かつ迅速に処理しなければならない旨

の義務を課すこととするものである。 

２ 法第２７条の規定の概要及び説明 

（略） 

２ 法第２７条の規定の概要及び説明 

（略） 

３ 「適切かつ迅速な処理」の具体的な内容について 

苦情及び問合せに対して適切かつ迅速に処理しているか否かについては、提

供する電気通信サービスの内容、利用者層、利用者数等が様々であること、ま

た消費者からの苦情及び問合せの内容も様々であることから、「適切かつ迅速

な処理」の具体的な内容をすべての電気通信事業者等について一律に定めるこ

とは困難であり、個別具体的に判断する必要がある。 

なお、少なくとも、以下の場合には、適切かつ迅速に処理を行っているとは

いえないと考えられる。 

(1)・（2）・（3） （略） 

(4) 消費者が真摯に問合せをしているにもかかわらず、長期間放置している場

合（例えば、特に調査や確認等の必要のない問合せ内容に対して、正当な理

由なく、２～３日を越える期間回答をしないでいる場合、調査や確認等を１

週間程度で終えることができる問合せ内容に対して、正当な理由なく、回答

を遅滞させている場合、１週間程度で終えることができる調査や確認等につ

３ 「適切かつ迅速な処理」の具体的な内容について 

苦情及び問合せに対して適切かつ迅速に処理しているか否かについては、提

供する電気通信サービスの内容、利用者層、利用者数等が様々であること、ま

た消費者からの苦情及び問合せの内容も様々であることから、「適切かつ迅速

な処理」の具体的な内容をすべての電気通信事業者等について一律に定めるこ

とは困難であり、個別具体的に判断する必要がある。 

なお、少なくとも、以下の場合には、適切かつ迅速に処理を行っているとは

いえないと考えられる。 

(1)・（2）・（3） （略） 

(4) 消費者が真摯に問合せをしているにもかかわらず、長期間放置している場

合（例えば、特に調査や確認等の必要のない問合せ内容に対して、正当な理

由なく、２～３日を越える期間回答をしないでいる場合、調査や確認等を１

週間程度で終えることができる問合せ内容に対して、正当な理由なく、１０

日以上回答をしないでいる場合、１週間程度で終えることができる調査や確
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いて正当な理由なく１ヶ月以上の期間をかける場合など） 

(5)  （略） 

認等について正当な理由なく１ヶ月以上の期間をかける場合など） 

(5)  （略） 

４ 苦情等処理の望ましい在り方について 

法第２７条に規定された苦情等適切処理義務は、消費者からの苦情及び問合

せについて、電気通信事業者が責任をもって適時適切に対処することにより、

消費者が電気通信サービスを安心して継続して利用できるようにするために

設けられたものである。同法の趣旨を踏まえて、電気通信事業者としては、適

切な苦情等処理体制を整備することが求められる。すなわち、同法に規定する

義務となるわけではないが、同法の趣旨を踏まえた、苦情等処理の望ましい在

り方として、電気通信事業者には以下の事項が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 電話窓口を開設すること。 

   特にインターネット接続サービスを提供する電気通信事業者は、トラブル

が発生したときには電子メール自体が繋がらなくなるため、電話窓口の開設

４ 苦情等処理の望ましい在り方について 

法第２７条に規定された苦情等適切処理義務は、消費者からの苦情及び問合

せについて、電気通信事業者が責任をもって適時適切に対処することにより、

消費者が電気通信サービスを安心して継続して利用できるようにするために

設けられたものである。同法の趣旨を踏まえて、電気通信事業者としては、適

切な苦情等処理体制を整備することが求められる。すなわち、同法に規定する

義務となるわけではないが、同法の趣旨を踏まえた、苦情等処理の望ましい在

り方として、電気通信事業者には以下の事項が期待される。 

また、電気通信事業者は、電話による連絡先、オペレータの人数、回線数、

受電率（応答率）、回線の混雑状況、苦情・相談の件数、苦情・相談の業務へ

の反映状況など、苦情・相談体制の整備状況や運営状況について、インターネ

ットのウェブページ等で対外的に明らかにするなど、消費者の信頼を得るため

の取組みを強化することが望まれる。 

なお、上記３のとおり、「適切かつ迅速な処理」の具体的な内容は、提供す

る電気通信サービスの内容、利用者層、利用者数等により個別に判断されるべ

きものであるが、それと同様に、望ましい対応の在り方についても、利用者数

の多寡等によるものであり、すべての電気通信事業者に一概に当てはまるもの

ではない。 

  (1) 電話窓口を開設すること。 

   特にインターネット接続サービスを提供する電気通信事業者は、トラブル

が発生したときには電子メール自体が繋がらなくなるため、電話窓口の開設
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が不可欠であること。 

(2) 電話窓口は、録音された自動音声のみならず、オペレータによる対応を行

うこと。 

   また、自動音声での操作を求める場合には、いずれの操作段階でもオペレ

ータの呼び出しを可能とするなど簡易な操作でオペレータに繋がるように

対応を行うこと。 

(3) 電話窓口は、平日は、なるべく長時間受け付けること。 

(4) 苦情及び問合せを受けた内容について、調査や確認等の必要がある場合で

も、できるだけ短期間に何らかの回答をすること。 

また、電気通信事業者は、電話による連絡先、オペレータの人数、回線数、

受電率（応答率）、回線の混雑状況、苦情・相談の件数、苦情・相談の業務

への反映状況など、苦情・相談体制の整備状況や運営状況について、インタ

ーネットのウェブページ等で対外的に明らかにするなど、消費者の信頼を得

るための取組を強化することが望まれる。 

なお、上記３のとおり、「適切かつ迅速な処理」の具体的な内容は、提供

する電気通信サービスの内容、利用者層、利用者数等により個別に判断され

るべきものであるが、それと同様に、望ましい対応の在り方についても、利

用者数の多寡等によるものであり、全ての電気通信事業者に一概に当てはま

るものではない。 

 

（以上） 

が不可欠であること。 

(2) 電話窓口は、録音された自動音声のみならず、オペレータによる対応を行

うこと。 

   また、自動音声での操作を求める場合には、いずれの操作段階でもオペレ

ータの呼び出しを可能とするなど簡易な操作でオペレータに繋がるように

対応を行うこと。 

(3) 電話窓口は、平日は、なるべく長時間受け付けること。 

(4) 苦情及び問合せを受けた内容について、調査や確認等の必要がある場合で

も、できるだけ短期間に何らかの回答をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以上） 

 


